
長

丸亀　太郎 丸亀　花子

キョウゴク　ハナコ

京極　花子

090 　0000　　0000 

丸亀 大輝　　丸亀 美咲

　　　香川県丸亀市大手町二丁目　 4　　　　　　21

マルガメ タロウ マルガメ ハナコ

丸亀 太郎 丸亀 花子

　　　昭和　51　　　　　5　　　　　5　　

平成14　　　　5　　　5 平成17　　　　2　　　　14

香川県丸亀市大手町 香川県丸亀市綾歌町

乙川　善雄 甲野　廣子

　　　昭和　60　　　　12　　　　25　

香川県丸亀市綾歌町

栗熊西1638番地

香川県丸亀市飯山町

川原1114番地1

栗熊西　1680番地二丁目　4番　 21号

丸亀　太郎

丸亀　花子

　　　　令和　3　　　　　6 　　　　　令和　4　　　　　5

　　　　　智恵子 二 　　　　幸子

香川県丸亀市郡家町790　　　　 1

香川県丸亀市広島町香川県丸亀市本島町

　　　　　　　　泊506　　　　　1 　　　　　　江の浦373　　　　　3丸亀　太郎

丸亀　義博 京極　隆文

香川県丸亀市飯野町東二　100

≪記入例(旧様式)≫

【重要】旧姓に戻らない場合

離婚届を提出するだけでは、子どもの戸籍は異動しません。

子どもの戸籍につきましては、窓口でご相談ください。

届出書に不備がある場合に問い合わせさせていただきますので、

日中連絡が取れる携帯番号などをお書きください。

【枠外に署名】

本人自署

令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届を提出される場合で、未成年の子がいるときは、

「別紙」に必要事項をご記入のうえ、離婚届とあわせて提出してください。

世帯主の記入は不要です。


